
電話番号 管轄区域

佐賀、長崎、熊本
大分、宮崎、鹿児島

　 　 　 農林水産省　 九州農政局
　 　 　 　 表示・ 規格課から のお知ら せ

福岡

原則として、国別重量順
※

に記載します。

国別重量順の表示が困難な場合には、「又
は表示」若しくは「大括り表示」をすることも
できます。

重量順第１位の原材料が生鮮食品の場合
は、その産地を表示します。

重量順第１位の原材料が加工食品の場合
は、原則としてその製造地を表示します。
※ただし、重量順第1位の加工食品に使われた
　生鮮食品の産地が判っている場合にはその
　産地を表示することができます。

名　　　称

九州農政局 消費・安全部 表示・規格課

九州農政局　福岡県拠点

℡096-211-9156

℡092-281-8261

※２か国以上の産地の原材料を使用している場合は、多い順に国名を表示します。

 なお、平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等に

混乱が生じないよう、計画的に表示の切替え等を行って下さい。 
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